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 30-1） 

一般社団法人日本老年歯科医学会 

老年歯科医学研究の利益相反(COI)に関する指針 

 

序文 

 一般社団法人日本老年歯科医学会(以下「本学会」という。) の    と      る学 

 会           る研究に    の医   医    医         する

  研究 るい  学  に る研究    含ま る場合も少 く い。 学  に る老年

歯科医学に関する基礎研究   研究(以下「老年歯科医学研究」という。) におい  公的利

益(学 的 倫理的責任 伴う研究成果の社会への還元)と私的利益( 学    に伴い生じる 

     利   の個人の利益)  生する場合       の   の利益 研究 個人

に生じる と 「利益相反(Conflict of Interest : COI)」と  。 

 本学会  倫理      担保  た老年歯科医学研究   するもの  る  本学会会

員の様々 研究  におい 利益相反状態(以下「COI 状態」という。)  生じる と     

 いもの  る。COI 状態    場合  研究 法        果の    におい  

 研究  の        る と     る。一     研究成果  るにも    

  COI 状態      い い場合 公         い とも起  得る。 

 本学会  老年歯科医学研究 「高齢 の口腔  の         法の     の  

   態の理 の     に  の生 の の     図  そ  に  高齢 の保健 

医 の進歩  的と     る 学  の研究     生 科学研究 基礎医学研究  人

    とする  医学研究     ま の研究」と定義  利益相反(COI)       の

  と    る。 

 本学会  各   にお る老年歯科医学研究の成果    におい  一定の要件のもとに 

COI 状態     る とに   会員  の COI 状態   に 理  社会に する  責任

 果たすた  本指針  定するもの  る。 

 

Ⅰ  的  

 本指針  本学会会員  の COI 状態   に 理する とに    老年歯科医学研究の成

果   老年歯科医学の       の    にお る中立 と公  の担保  的と   

本学会会員  に  利益相反につい の基本的 考え    本学会の各   におい 研究

の成果   する場合 本指針 遵守  個人と  の COI 状態 自己申告に     に   

する と   るもの  る。 

 

Ⅱ COI        の     

 本指針  COI 状態 生じる     る以下の (以下「   」という。) に 用する。 

(1)本学会の 会員  準会員  

(2)本学会の学  会 学会      する会員  非会員  
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(3)本学会の役員 学 大会大会長 支部長 各 常 委員会の委員長 特定の委員会の委員  

(1)〜(3)の   の配偶  一親等の親族 また 収入 財  共有する  

 

Ⅲ 企  法人組織 営利  的とする団体との 学      

 本学会会員個人 るい 会員   する大学 研究 関 医       企  法人組織 

営利  的とする団体(以下「企  組織 団体」という。) と う 学  に   の う  

     含ま  申告の  と る。 

(1)共同研究: 

企  組織 団体と研究費 研究  分担    する研究(有償 無償 問  い) 

(2)受託研究 :  

企  組織 団体    法        に関   契約 元に う研究 

(3)  移転 :  

大学 研究 関の研究成果 特    の 利 利用  企 におい  用化する場合 

(4)  指導 :  

大学 研究 関の研究    企 の研究     指導   する場合  

(5)大学        の創  : 

大学 研究 関  の研究 果 基に創 する場合  

(6)寄附   : 

企  組織 団体  大学 研究 関への制限    い研究助成のた の寄附   

(7)寄附講座 : 

企  組織 団体  大学への寄附 に る研究 進のた の講座   する場合 

Ⅳ   と る     

(1)学 大会 その他学  会の 催  

(2)学会 関   その他の出版 の   

(3)高齢 の歯科医   健 に関する 定医等の 成  に 定 

(4)研究の    研究 績の 彰  

(5)国内外にお る関 団体との交流  

(6)高齢 の保健 医 の  の 進 

(7)その他 本法人の 的達成のた に必要と    る   

 特に 下 の    う場合に  特 の本指針遵守     る。  

本学会  催する学  会   の   講 会    

本学会   の    の    

                の 定 

Ⅴ 申告す   項 

      老年歯科医学研究に関 る企  組織 団体との経済的 関係につい  以下の(1)

〜(8)の 項におい 本指針の細則に定 る基準 超える場合に   定の書式に従い 利益相反

の状況 本学会理 長に自己申告するものとする。 

 (1)企  組織 団体の役員  問  社員  への就任に する報酬  

 (2)企 の株式の保有に る利益  
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(3)企  組織 団体  の特    の使用料 

(4)企  組織 団体   会議の出席(  )に   研究  拘束 た時  労力に    

支払  た日 (講 料  ) 

(5)企  組織 団体         の執筆に   支払 た 稿料  

(6)企  組織 団体 提供する研究費(共同研究 受託研究 寄    )  

(7)企  組織 団体      と る寄 講座  

(8)その他   以外の企  組織 団体  の 費      の受領 

 

Ⅵ COI 状態との関係   す   項  

１．   のす     す   と  

 老年歯科医学研究の成果の公       に科学的   と    るい 公共の利益に基

 い  うものとする。     老年歯科医学研究の成果 学  会  文     する 

否 の決定 老年歯科医学研究の成果とその  とい た公 内   の作成につい    研

究の資 提供  企 の恣意的 意図に影響       い。また   研究の資 提供  

企 等の影響      い う 契約書 締       い。 

2.老年歯科医学研究の    責任    す   と 

 老年歯科医学研究 特に         の計画   に決定  持つ責任 に   の 

項に関  重大  COI 状態に い(   との関係 少 い)と社会的に    る   出 

 る      また 出 もその状態  持す    る。 

(1)老年歯科医学研究   する企 の株の保有  

(2)老年歯科医学研究の 果  得  る     の特 料 特    の獲得 

(3)老年歯科医学研究   する企  組織 団体の役員 理   問  (無償の科学的  問

 除く)  

但    (1)〜(3)に  する研究     も   研究 計画   する  必要   の人

      つ   研究 国際的にも極  重要 意義 もつ う 場合に   その  と 

 の公   公          に担保  る限    研究の    責任 に就任する

 と   る。 

 

Ⅶ     法  

会員の責務  

 本学会会員  老年歯科医学研究の成果 学  会 るい 学会      する場合   

  に関 る COI 状態  本指針の細則に基   定の書式に従    に自己申告    す

るものとする。 

2.役員  の責務 

 本学会の役員 各 常 委員会の委員長  特定の委員会の委員 学 大会大会長  支部長

  本学会の    に   重要 役 と責務 担う と   就任する時   定の書式に

従い     に関 る利益相反の状況につい  COI 自己申告書 提出するものとする。また 

就任   たに COI状態  生 た場合に  同様に COI自己申告書 提出するものとする。 
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3.利益相反(COI)委員会の  と役  

 本学会  会員  の COI 状態 審査    に 理するた 利益相反(COI)委員会 (以下

「COI 委員会」という。)    する。COI 委員会  本学会   するす  の  におい  

会員  に重大  COI 状態 生じた場合  るい  COI に関 る自己申告      るとの

 い 生じた場合    の COI 状態   するた に 査       その 果 理 長に

 申するものとする。その他 COI 委員会の組織  務  用  に関 る 項 別に定 る。 

4.理 会の役  

理 会  本学会の     する   役員  に重大  COI 状態 生じた場合  るい  

COI 状態の自己申告      るとの い 生じた場合 COI 委員会に 問  その 申に基

 い        指 する と   る。 

5.学 大会大会長   にその他学  会の責任 の役  

 本学会学 大会の大会長  その他学  会の責任       におい 老年歯科医学研究

の成果     る場合 その   本指針に  たもの  る と     本指針に 反す

る場合に    の      の   講 る と   る。 お  の  に際   大会

長  会長  COI 委員会に 問  その 申に基 い      に         指 

するものとする。 

6.編 委員会の役  

 本学会編 委員会  老年歯科医学研究の成果 本学会 に 稿  た場合 その内  本指

針に  たもの  る と     本指針に 反する場合に         る  の  

 講 る と   る。 お  の  に際   委員長  COI 委員会 に 問  その 申に基

 い     文 稿 に  その旨 通知するものとする。 

また 本指針に 反  いた と    文   に   た場合  本学会 に委員長  そ

の旨 公知する と   る。 お  の  に際   委員長  COI 委員会に 問   その 

申に基 い 理 会の承  得た に       するものとする。 

7.その他 

 各 常 委員会  特定の委員会の委員長  各々 関 する    の   本指針に  

たもの  る と     本指針に 反する 態 生じた場合   委員会委員長  COI 委員

会に 問  その 申に基 い        指 するものとする。 

 

Ⅷ 指針 反 に する  と  責任  

指針 反 に する    

本学会理 会  別に定 る 則に   本指針に 反する  に関  審議する 限 有  

COI委員会に 問  その 申に基 く審議の 果 重大 指針 反  ると   た場合に

  その 反の  に じ 一定    の  の  また 一部 講 る と   る。 

 (1)本学会  催するす  の学  会   の  禁   

 (2)本学会の   への 文  禁   

 (3)本学会の学 大会大会長  支部長就任の禁   

 (4)本学会の理 会 委員会への参加禁  

 (5)本学会の代議員の 任  るい 代議員への就任禁   



 

 111 

 (6)本学会の会員資格の停  除   るい 入会の禁   

 (7)本学会の役員の 任  

 (8)本学会の常 委員会委員長  特定の委員会の委員に する委嘱の撤  

 お (5)〜(7)につい  本学会定款第 11 条 第 20 条   に第 25 条に基   総会の決

議 要する。 

2. 服申 立 と審査 

   項の   受 た   本学会に   服の申 立  する と   る。本学会理 長

     受理 た場合    に 服申 立 審査委員会          の審査 委任

  その 申 理 会 審議のうえ 審査 果  服申 立  に通知する。 服申 立 の審

査     服申 立 審査委員会の組織  務  用  に関 る 項につい   別に定 

る。 

3.  責任 

 本学会  自 関 する  におい     た老年歯科医学研究の成果につい  重大 本

指針の 反  ると   た場合  理 会の協議 経 社会に する  責任 果たすものと

する。 

 

Ⅸ 細則等の制定 

  本学会  本指針  用するた に必要  則 細則   制定する と   る。 

 

Ⅹ 指針の   

  本指針  社会的要   学  に関する法 の     に医     研究に関 る 条

件の 化  に 合  る必要  る場合 COI 委員会の 申に基 く理 会の議 経   す

る と   る。 

Ⅺ    日 

 1.本指針   成 26年 12月 11日    する。 


